
1 1 月 3 0 日 （ い い み ら い ） は「 年 金 の 日 」 で す ！！

年 金 生 活 者 支 援 給 付 金 制 度 の ご 案 内

給  付  金  専  用  ダ イ ヤ ル  ☎ 0 5 7 0 - 0 5 - 4 0 9 2

お 問 い 合 わ せ ： 名 護 年 金 事 務 所  ☎ 0 9 8 0 -5 2 -2 5 2 2  自 動 音 声  ① 番 ▶ ② 番

　 　 　 　 　 　   村 民 課  年 金 係  ☎ 9 6 6 -1 2 0 5

年 金
だ よ り

日 本 年 金 機 構

ホ ー ム ペ ー ジ

　 厚 生 労 働 省 で は 、「 国 民 お 一 人 お 一 人 、『 ね ん き ん ネ ッ ト 』 等 を 活 用 し な が ら 、 高 齢 期 の 生 活 設 計 に 思 い を

巡 ら し て い た だ く 日 」 と し て 、1 1 月 3 0 日 を 「 年 金 の 日 」 と し て い ま す 。

　 『 ね ん き ん ネ ッ ト 』 を ご 利 用 い た だ く と 、 パ ソ コ ン や ス マ ー ト フ ォ ン か ら い つ で も ご 自 身 の 年 金

記 録 を 確 認 で き る ほ か 、 ご 自 身 の 年 金 記 録 か ら 様 々 な 条 件 を 設 定 し た 上 で 、 年 金 見 込 額 の 試 算

を す る こ と も で き ま す 。

　 詳 し く は 、 日 本 年 金 機 構 ホ ー ム ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。

　 所 得 額 が 一 定 基 準 額 以 下 の 年 金 受 給 者 の 生 活 を 支 援 す る た め に 、 年 金 に

上 乗 せ し て 支 給 さ れ る も の で す 。 対 象 者 の 方 に は 、 日 本 年 金 機 構 よ り 封 筒 が

届 き ま す 。 お 早 め に 提 出 し て く だ さ い 。

　 令 和 ６ 年 １ 月 １ 日 か ら 出 産 す る 国 保 被 保 険 者 の 国 保 税 の う ち 、 所 得 割 額 と 均 等 割 額 が 免 除 に な り ま す 。 

※ 現 在 、 給 付 金 を 受 け 取 ら れ て い る 方 の お 手 続 き は 不 要 で す 。

産 前 産 後 期 間 の 保 険 税 が 免 除 さ れ ま す ！

お  問  い  合  わ  せ ： 健  康  保  険  課   ☎ 9 6 6 - 1 2 1 7

　 農 林 水 産 省 は 、 令 和 ５ 年 １ １ 月 １ 日 現 在 で 「 ２ ０ ２ ３ 年 漁 業 セ ン サ ス 」 を 実 施 し ま す 。 

　 調 査 員 が 訪 問 し 調 査 票 を お 届 け し ま す の で 、 ご 回 答 を お 願 い し ま す 。 な お 、 ス マ ー ト

フ ォ ン 等 を 利 用 し た オ ン ラ イ ン で の 回 答 も 可 能 で す 。 回 答 内 容 は 、 統 計 を 作 成 す る た め

だ け に 使 わ れ ま す 。 

　 「 漁 業 セ ン サ ス 」 は 、 漁 業 の 現 状 を 知 り 、 将 来 を 考 え る た め の 大 切 な 調 査 で す 。 ご 協 力

を お  願  い し ま す 。

2 0 2 3 年 漁 業 セ ン サ ス に ご 協 力 を お 願 い し ま す ！

お  問  い  合  わ  せ ： 企  画  課   ☎ 9 6 6 - 1 2 0 1

届 出

免 除 期 間

免 除 を 受 け る た め に は 、 原 則 、 世 帯 主 が 届 け 出 る 必 要 が あ り ま す 。

単 胎 妊 娠 の 場 合 ： 出 産 予 定 月 （ ま た は 出 産 月 ） の 前 月 か ら ４ か 月 

多 胎 妊 娠 の 場 合 ： 出 産 予 定 月 （ ま た は 出 産 月 ） の ３ か 月 前 か ら ６ か 月

令  和 ６ 年   ４ 月
（ 多 胎 妊 娠 ）

令  和 ６ 年   2 月

令 和 5 年 1 2 月

令 和 5 年 1 1 月

出 産 予 定 月

（ ま た は 出 産 月 ）

令  和 ５ 年

出 産

出 産

出 産

出 産

令  和 ６ 年

1 0 月 1 1 月 1 2 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月

例 ： 　  の  月  が  免  除■

1 7 広 報 お ん な 2 0 2 3. 1 1


